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は
じ
め
に

本
稿
は
、
外
務
省
外
交
史
料
館
が
所
蔵
す
る
戦
前
期
外
務
省
記
録
の
中
か
ら
、

明
治
初
年
に
お
け
る
外
国
船
の
不
開
港
場）

1
（

漂
着
に
関
す
る
史
料
を
取
り
上
げ
、

当
該
期
の
日
本
側
の
海
難
対
応
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。本

稿
で
は
、
新
潟
―
函
館
間
の
不
開
港
場
近
海
に
お
い
て
生
じ
た
、
海
難
事
故

の
事
例
を
三
件
取
り
上
げ
る
。
明
治
初
年
の
不
開
港
場
に
お
け
る
外
国
船
の
海
難

が
、
明
治
政
府
及
び
藩
県
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
た
の
か
、
関
連
す

る
条
約
お
よ
び
法
令
と
併
せ
て
検
討
し
て
い
く
。

海
難
対
応
に
関
す
る
研
究
は
、
特
に
日
本
近
世
史
に
お
け
る
成
果
が
あ
る
。
金

指
正
三
氏
は
、
幕
府
法
・
藩
法
・
村
法
・
仲
間
法
お
よ
び
慣
行
等
を
分
析
し
、
近

世
の
海
難
救
助
制
度
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た）

2
（

。
荒
野
泰
典
氏
は
、
東
ア
ジ
ア
の

国
際
関
係
を
前
提
に
漂
流
民
送
還
体
制
の
成
立
を
論
じ
た）

3
（

。
ま
た
、
春
名
徹
氏
は

日
中
間
の
漂
流
民
送
還
に
つ
い
て）

4
（

、
池
内
敏
氏
は
日
朝
間
の
漂
流
事
例
の
特
徴
や

送
還
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る）

5
（

。
近
年
で
は
、
倉
地
克
直
氏
が
瀬
戸
内

海
に
お
け
る
海
難
事
例
を
紹
介
し
、海
難
の
際
の
補
償
慣
行
で
あ
る
「
分
散
仕
法
」

等
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る）

6
（

。
ま
た
、
上
白
石
実
氏
は
外
務
省
記
録
等
の
史
料
を
用

い
、
海
難
救
助
の
近
代
化
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る）

7
（

。

こ
の
よ
う
に
、
海
難
対
応
に
関
す
る
研
究
に
は
一
定
の
蓄
積
が
あ
る
も
の
の
、

近
代
以
降
の
海
難
に
関
す
る
研
究
は
比
較
的
少
な
い
。
特
に
明
治
初
年
に
お
け
る

外
国
船
の
海
難
は
、
当
該
期
の
日
本
が
抱
え
た
外
交
面
で
の
様
々
な
課
題
を
含
ん

で
お
り
、
検
討
す
る
余
地
が
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

外
交
史
料
館
が
所
蔵
す
る
戦
前
期
外
務
省
記
録
の
う
ち
、
三
門
六
類
七
項
は
明

治
・
大
正
期
の
「
水
難
」
に
関
す
る
史
料
群
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
困
難
船
及

漂
民
救
助
雑
件
」
と
題
さ
れ
、
国
別
に
編
綴
さ
れ
た
簿
冊
が
七
七
冊
存
在
す
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
中
か
ら
明
治
初
年
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
船
漂
着
の
事
例
を
取
り

上
げ
、
日
本
側
の
対
応
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
人
名
や
船
名
に
つ
い
て
は
、
史
料
等
で
確
認
で
き

る
も
の
に
関
し
て
の
み
英
語
表
記
を
併
記
し
た
。
史
料
の
引
用
に
は
、
読
点
お
よ

研
究
ノ
ー
ト

明
治
初
年
不
開
港
場
に
お
け
る
外
国
船
の
海
難

　
　
　
　
　
　

―
イ
ギ
リ
ス
船
の
日
本
海
沿
岸
漂
着
を
事
例
に
―　

　

近　

藤　

麻　

里
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び
並
列
点
を
適
宜
施
し
た
。

一　

秋
田
・
山
形
沿
岸
に
お
け
る
外
国
船
漂
着
の
事
例

本
章
で
は
、
明
治
初
年
の
不
開
港
場
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
船
漂
着
の
事
例
を
三

件
取
り
上
げ
、
日
本
側
の
海
難
対
応
の
経
過
を
追
っ
て
い
く
。

㈠　

オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
一
件

明
治
二
年
一
〇
月
二
六
日
（
一
八
六
九
年
一
一
月
二
九
日
）、
イ
ギ
リ
ス
商
船

オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
が
羽
州
酒
田
沖
に
お
い
て
難
破
し
た）

8
（

。
三
〜
四
〇

〇
〇
俵
積
の
同
船
は
、前
日
に
新
潟
港
を
出
港
し
、函
館
へ
向
け
て
航
行
中
で
あ
っ

た
）
9
（

。
在
新
潟
イ
ギ
リ
ス
領
事
代
理
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ト
ゥ
ル
ー
プ
（Jam

es 

T
roop

）
よ
り
救
助
依
頼
を
受
け
、
一
一
月
四
日
（
一
二
月
六
日
）、
水
原
県）
10
（

権

少
属
の
宮
岡
謙
次
郎
、
小
属
心
得
の
合
田
甚
太
郎（
通
訳
と
し
て
同
行
）、
別
手
組

の
者
が
、新
潟
よ
り
酒
田
へ
向
け
て
出
立
し
た
。
宮
岡
ら
は
一
一
月
一
〇
日（
一
二

月
一
二
日
）、オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
が
漂
着
し
た
宮
野
浦
）
11
（

に
到
着
し
た
。オ
ー

シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
の
乗
組
員
は
当
地
の
名
主
宅
に
滞
在
し
て
い
た
た
め
、
宮

岡
ら
は
名
主
宅
を
訪
れ
、乗
組
員
に
事
情
聴
取
を
行
っ
た
。
一
一
月
一
一
日（
一
二

月
一
三
日
）、
宮
岡
と
合
田
は
水
原
県
の
外
務
方
に
対
し
、
事
情
聴
取
に
よ
り
判

明
し
た
「
困
難
之
始
末
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
は
、
一
〇
月
二
六
日
（
一
一
月
二
九
日
）、
宮
野

浦
海
岸
か
ら
約
一
四
〜
五
町
（
約
一
．
五
〜
一
．
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
程
離
れ
た

沖
に
停
泊
し
た
。
乗
組
員
の
う
ち
、
フ
ァ
ブ
ル
・
ブ
ラ
ン
ト
（Jam

es Favre 

Brandt

）
ら
三
名
が
艀
船
で
上
陸
し
、
酒
田
町
の
廻
船
問
屋
尾
関
又
兵
衛
方
を

訪
れ
、
食
料
品
の
買
付
け
を
願
い
出
た
と
い
う
。
乗
組
員
は
、
当
地
か
ら
直
接
横

浜
へ
向
か
い
た
い
と
希
望
し
て
お
り
、
宮
岡
ら
が
新
潟
へ
一
旦
戻
る
よ
う
に
と
説

得
し
た
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
酒
田
県
の
太
田
衡
太
郎
小
参
事
が
名
主

宅
を
訪
れ
て
い
た
た
め
、
宮
岡
ら
が
面
談
し
た
と
こ
ろ
、
乗
組
員
ら
を
横
浜
へ
向

か
わ
せ
て
ほ
し
い
、
と
の
意
向
で
あ
っ
た
。

一
一
月
一
五
日
（
一
二
月
一
七
日
）、
外
国
官
（
明
治
二
年
七
月
八
日
よ
り
外

務
省
）
権
判
事
と
し
て
新
潟
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
水
野
千
波
外
務
少
丞
は
、
酒
田

詰
役
人
に
宛
て
、
乗
組
員
の
護
送
人
員
と
し
て
、
新
潟
詰
少
属
の
荘
司
鉉
七
郎
、

お
よ
び
別
手
組
の
萩
原
鈊
之
助
を
酒
田
表
へ
派
遣
す
る
と
伝
え
た
。
上
記
の
二
名

に
加
え
、
先
に
酒
田
へ
出
張
し
て
い
た
宮
岡
と
合
田
の
二
名
、
さ
ら
に
酒
田
か
ら

別
手
組
と
し
て
布
施
次
郎
太
郎
、
小
笠
原
金
助
、
井
出
駒
次
郎
の
三
名
を
加
え
た

計
七
名
が
、
乗
組
員
護
送
の
た
め
出
役
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
酒
田
か
ら
横
浜
へ

向
か
う
乗
組
員
は
計
三
九
名
で
あ
り
、
こ
の
中
に
は
清
国
人
八
名
、
女
性
一
名
、

子
供
二
名
が
含
ま
れ
て
い
た
。

明
治
三
年
二
月
（
日
欠
）、
荘
司
と
宮
岡
は
、
横
浜
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
へ
本
件

の
始
末
書
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
始
末
書
か
ら
、
乗
組
員
護
送
の
経
過
が
次
の

よ
う
に
明
ら
か
に
な
る
。
乗
組
員
三
九
名
及
び
護
送
の
官
員
は
、
明
治
二
年
一
二

月
二
一
日
（
一
八
七
〇
年
一
月
二
二
日
）
に
酒
田
を
出
立
し
た
。
一
二
月
二
三
日

（
一
月
二
四
日
）
に
清
川
村
）
12
（

に
到
着
し
た
が
、
深
雪
に
よ
り
、
こ
れ
よ
り
先
の
通

行
が
困
難
に
な
っ
た
。
こ
れ
よ
り
先
へ
行
く
に
は
、
最
上
川
を
渡
船
で
渡
る
か
、
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陸
路
で
向
か
う
か
の
二
択
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
乗
組
員
の
う
ち
ブ
ラ
ン
ト
が
、

急
用
の
た
め
横
浜
へ
至
急
向
か
い
た
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
た
め
、
ブ
ラ
ン
ト
は

別
手
組
の
布
施
・
井
出
を
護
送
に
付
け
、
先
に
川
路
で
出
発
し
た
。
そ
の
他
の
乗

組
員
及
び
官
員
は
、
陸
路
で
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ブ
ラ
ン
ト
ら
は
明
治
三
年

一
月
一
三
日
（
二
月
一
三
日
）
に
、
そ
の
他
乗
組
員
ら
は
一
月
一
九
日
（
二
月
九

日
）
に
横
浜
に
到
着
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
乗
組
員
は
、
在
横
浜
イ
ギ
リ
ス
領
事

ラ
ウ
ダ
ー
（John Frederic Louder

）
に
引
き
渡
さ
れ
た
と
い
う）
13
（

。

三
月
二
四
日
（
四
月
二
四
日
）、
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
の
デ
ュ
・
ブ
ス
ケ
（A

lbert 

Charles D
u Bousquet

）
は
外
務
大
少
丞
に
対
し
、
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン

号
の
請
負
人
で
あ
る
ジ
ロ
ン
・
ド
・
ラ
・
マ
ス
エ
ル
な
る
人
物
を
、
同
船
の
引
揚

げ
の
た
め
に
酒
田
へ
向
か
わ
せ
た
い
と
し
、
そ
の
免
状
を
願
い
出
た
。
デ
ュ
・
ブ

ス
ケ
は
、
こ
の
引
揚
げ
に
か
か
る
費
用
は
全
て
日
本
政
府
の
負
担
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
外
務
省
は
三
月（
日
欠
）、新
潟
県
）
14
（

に
対
し
書
簡
を
送
り
、

取
締
及
び
通
詞
の
者
を
派
遣
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
そ
の
後
、四
月
五
日（
五

月
五
日
）、
取
締
の
た
め
小
倉
幸
光
権
少
属
、
通
詞
官
と
し
て
山
中
邦
三
郎
を
酒

田
へ
派
遣
す
る
旨
が
、
新
潟
県
よ
り
外
務
省
へ
伝
え
ら
れ
た
。

そ
の
後
の
ジ
ロ
ン
の
出
立
日
な
ど
に
つ
い
て
、本
史
料
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

次
に
ジ
ロ
ン
の
名
が
登
場
す
る
の
は
、
酒
田
に
滞
在
し
て
い
た
外
国
人
た
ち
が
当

地
を
引
き
払
う
際
の
記
述
に
お
い
て
で
あ
る
。
九
月
一
五
日
（
一
〇
月
九
日
）、

新
潟
県
は
外
務
省
に
宛
て
て
、
次
の
内
容
を
報
告
し
た
。
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー

ン
号
の
引
揚
げ
に
失
敗
し
た
の
で
、
酒
田
滞
在
の
外
国
人
一
同
は
、
一
旦
横
浜
へ

戻
り
、
来
春
再
び
引
揚
げ
を
試
み
る
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
。
同
日
、
酒
田
県
出

張
所
は
外
務
省
に
対
し
、ジ
ロ
ン
の
付
添
で
酒
田
へ
来
て
い
た
外
国
人
一
二
名
が
、

九
月
一
日
（
九
月
二
五
日
）
に
酒
田
を
出
立
し
た
と
伝
え
た
。
こ
の
付
添
人
の
内

訳
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
四
名
、
清
国
人
四
名
、
マ
レ
ー
人
四
名
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

九
月
二
〇
日
（
一
〇
月
一
四
日
）
付
の
酒
田
県
出
張
所
か
ら
外
務
省
宛
て
の
書
簡

に
よ
る
と
、ジ
ロ
ン
は
九
月
八
日
（
一
〇
月
二
日
）
に
酒
田
を
出
立
し
た
と
い
う
。

さ
ら
に
九
月
一
一
月
日
（
一
〇
月
五
日
）
に
は
、
ジ
ロ
ン
の
付
添
で
酒
田
に
滞
在

し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
三
名
が
、
酒
田
県
の
官
員
三
名
を
護
衛
と
し
て
付
け
、
宮

野
浦
を
出
立
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
報
告
を
受
け
て
、
九
月
二
九
日
（
一
〇
月
二
三
日
）、
外
務
省
は
新

潟
県
へ
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
、
再
び
引
揚
げ
が
行
わ
れ
る
際
、
外
国
人
が
密
貿

易
を
謀
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
新
潟
県
か
ら
官
員
を
派
遣
し
て
監
視
し
て
ほ
し

い
、
と
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
三
名
の
酒
田
出
立
は
、

一
〇
月
二
日
（
一
〇
月
二
六
日
）、
外
務
省
か
ら
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
書
記
官
に
対

し
て
通
達
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
通
達
に
お
い
て
外
務
省
は
、
外
国
人
の
内
地
通
行

は
、
本
来
「
条
約
面
明
文
」
が
あ
る
の
で
許
さ
れ
な
い
の
だ
が
、
本
件
は
「
無
余

義
次
第
」
に
つ
き
許
可
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
外
務
省
が

言
及
し
て
い
る
「
条
約
」
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
詳
述
す
る
。

明
治
四
年
二
月
九
日
（
一
八
七
一
年
三
月
二
九
日
）、
在
横
浜
イ
ギ
リ
ス
領
事

の
ラ
ッ
セ
ル
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
（Russel Brooke Robertson

）
は
、
神
奈
川

県
の
井
関
盛
艮
知
県
事
、
桜
田
親
義
大
参
事
、
内
海
忠
勝
大
参
事
に
宛
て
て
、
再

度
の
引
揚
げ
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
人
二
名
を
酒
田
へ
向
か
わ
せ
た
い
と
し
、
通
行

許
可
を
願
い
出
た
。
彼
ら
の
通
行
免
状
は
、
二
月
一
七
日
（
四
月
六
日
）
に
外
務
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省
よ
り
交
付
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
二
名
は
同
日
、
神
奈
川
県
の
護
送
掛
の
者
と

共
に
、
こ
の
免
状
を
携
え
て
出
立
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
在
横
浜
フ
ラ
ン
ス
領
事
オ

ス
カ
ル
・
コ
ロ
ー
（O

scar Colleau

）
の
願
出
に
よ
り
、
二
月
二
八
日
（
四
月

一
七
日
）、
フ
ラ
ン
ス
人
三
名
、
清
国
人
二
名
、
イ
ン
ド
人
二
名
の
酒
田
へ
の
通

行
免
状
が
、外
務
省
よ
り
交
付
さ
れ
た
。
こ
の
七
名
は
三
月
二
日（
四
月
二
一
日
）、

酒
田
へ
向
け
て
出
立
し
た
。

四
月
一
六
日
（
六
月
三
日
）、
前
述
し
た
外
国
人
ら
に
よ
り
、
オ
ー
シ
ャ
ン
・

ク
イ
ー
ン
号
は
引
揚
げ
ら
れ
た
。
本
件
は
、
四
月
二
九
日
（
六
月
一
六
日
）、
山

形
県
酒
田
出
張
所
か
ら
外
務
省
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
同
日
、
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク

イ
ー
ン
号
は
酒
田
港
を
出
港
し
、
函
館
へ
向
か
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
代
理
公
使
ア
ダ
ム
ズ
（Francis O

ttiw
ell A

dam
s

） 

は
一
〇
月
二

五
日
（
一
二
月
七
日
）、
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
乗
組
員
の
救
助
や
護
送
に

関
わ
っ
た
官
員
お
よ
び
百
姓
計
八
名
の
名
前
を
挙
げ
、
彼
ら
に
褒
賞
と
し
て
金
子

を
与
え
た
い
と
外
務
大
輔
の
寺
島
宗
則
へ
伝
え
た
。
し
か
し
、一
一
月
二
日（
一
二

月
一
三
日
）、
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
書
記
官
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
（Ernest 

M
ason Satow

）
が
外
務
省
に
対
し
、
官
員
に
よ
る
対
応
は
職
掌
と
し
て
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
金
子
を
贈
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
代
わ
り
に
何
ら
か
の
品

物
を
遣
わ
す
よ
う
に
、
と
伝
え
た
。
そ
の
た
め
、
外
務
少
丞
の
水
野
お
よ
び
他
の

官
員
へ
贈
る
予
定
で
外
務
大
輔
が
受
け
取
っ
て
い
た
二
八
〇
両
は
、
イ
ギ
リ
ス
政

府
へ
返
却
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
謝
金
一
二
五
両
一
分
が
宮
野
浦
村
百
姓
の
四
名
へ

贈
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
謝
金
の
受
取
証
書
は
、
明
治
五
年
一
月
一
〇
日

（
一
八
七
二
年
二
月
一
八
日
）、
酒
田
県
よ
り
外
務
省
へ
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。

㈡　

イ
ラ
イ
ザ
・
コ
リ
ー
号
一
件

明
治
二
年
一
二
月
一
九
日
（
一
八
七
〇
年
一
月
二
〇
日
）、
久
保
田
藩
領
で
あ

る
山
本
郡
沼
田
村
の
沖
合
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
商
船
が
難
破
し
た）
15
（

。
こ
の
一
件

は
、
一
二
月
二
一
日
（
一
月
二
二
日
）、
漂
着
地
の
最
寄
港
で
あ
る
能
代
港
に
詰

め
て
い
た
能
代
諸
川
方
見
廻
役
の
高
久
良
之
助
よ
り
、
久
保
田
藩
へ
届
け
出
さ
れ

た
。
こ
の
届
書
に
よ
る
と
、
高
久
は
通
詞
を
介
し
て
、
上
陸
し
た
船
長
一
名
に
事

情
聴
取
を
行
っ
た
と
い
う
。
船
長
へ
の
質
問
と
そ
れ
に
対
す
る
回
答
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

（
問
）
ど
こ
の
国
の
船
か
。

（
答
）
イ
ギ
リ
ス
船
。
船
名
は
ブ
レ
イ
。

（
問
）
乗
組
員
の
人
数
は
何
名
か
。

（
答
）
船
長
と
水
夫
合
わ
せ
て
一
二
名
。
こ
の
う
ち
船
長
一
名
は
、
難
を
逃
れ
て

上
陸
し
た
。
残
り
一
一
名
は
全
員
溺
死
し
た
。
溺
死
人
の
う
ち
、
三
名
は
竹
生
浜）
16
（

に
、
一
名
は
落
合
浜
）
17
（

に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
。
他
七
名
は
姿
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ

た
。
こ
の
七
名
の
中
の
一
名
は
船
長
の
妻
で
あ
る
。

（
問
）
ど
こ
か
ら
出
港
し
て
来
た
の
か
。

（
答
）
横
浜
よ
り
出
港
し
、
そ
の
後
函
館
に
入
港
し
た
。
函
館
に
て
昆
布

五
〇
〇
〇
本
・
イ
カ
二
〇
箱
・
秋
鮭
二
四
本
・
炭
二
〇
〇
俵
・
薪
五
〇
〇
本
を
積

み
入
れ
、
一
二
月
八
日
（
一
月
九
日
）
に
同
所
を
出
港
し
た
。
上
海
へ
向
か
う
予

定
だ
っ
た
の
だ
が
、
途
中
で
風
難
に
遭
い
、
一
二
月
一
七
日
・
一
八
日
（
一
月

一
八
日
・
一
九
日
）
の
両
日
、
水
沢
沖
）
18
（

に
停
泊
し
た
。
す
る
と
翌
一
九
日
（
一
月
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二
〇
日
）
に
船
底
が
傷
み
、こ
れ
以
上
乗
船
し
続
け
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。

乗
っ
て
い
た
本
船
を
捨
て
、
乗
組
員
全
員
で
艀
船
へ
乗
り
移
り
、
海
岸
へ
上
陸
を

試
み
た
。
し
か
し
、
こ
の
艀
船
は
大
波
に
呑
ま
れ
、
乗
組
員
は
散
り
散
り
に
な
り
、

船
長
一
名
だ
け
が
助
か
っ
た
。

（
問
）
先
に
述
べ
た
他
に
積
荷
は
な
い
か
。

（
答
）
サ
フ
ラ
ン
四
〇
箱
・
タ
ラ
四
六
〇
枚
・
書
物
一
箱
・
懐
中
時
計
一
個
・
船

長
妻
の
貯
金
を
所
持
し
て
い
る
。
他
に
も
忍
ば
せ
て
い
た
品
々
が
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
品
々
は
海
中
に
沈
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
も
し
打
ち
上
げ
ら
れ
た
際
は

お
返
し
頂
き
た
い
。

（
問
）
打
ち
上
げ
ら
れ
た
死
者
を
ど
う
す
る
か
。

（
答
）
打
ち
上
げ
ら
れ
た
土
地
で
、
今
日
明
日
中
に
土
葬
し
て
も
ら
え
る
と
聞
い

て
い
る
。

（
問
）
今
後
の
行
き
先
の
希
望
は
あ
る
か
。

（
答
）
横
浜
は
遠
方
で
あ
る
た
め
、
函
館
へ
送
っ
て
頂
き
た
い
。
在
函
館
イ
ギ
リ

ス
領
事
の
元
へ
赴
き
、
同
所
よ
り
便
船
で
横
浜
へ
向
か
い
た
い
。

（
問
）
打
ち
上
げ
ら
れ
た
艀
船
を
ど
う
す
る
か
。

（
答
）
購
入
す
る
者
が
い
れ
ば
、
売
り
払
い
た
い
。

（
問
）
本
船
の
扱
い
は
ど
う
す
る
か
。

（
答
）
日
本
側
で
売
り
払
っ
て
頂
け
る
な
ら
ば
、
御
世
話
頂
き
た
い
。
た
だ
し
、

本
船
は
現
在
、
海
岸
よ
り
二
〜
三
町
（
約
二
〜
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）
程
沖
に
見
え

て
お
り
、
高
波
が
あ
る
た
び
に
検
分
し
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
他
に
高
久
は
、
船
長
が
自
ら
、
死
体
及
び
本
船
の
検
分
を
希
望
し
て
お
り
、

こ
の
検
分
が
済
ん
だ
後
、
落
合
村
の
問
屋
へ
船
長
を
預
け
る
予
定
で
あ
る
と
伝
え

た
。
船
長
は
上
陸
当
時
、
裸
同
然
の
姿
で
あ
っ
た
た
め
、（
高
久
ら
が
）
洋
服
を

調
達
し
、
手
当
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
船
長
を
函
館
に
護
送
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

高
久
及
び
通
詞
の
者
が
付
き
添
う
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
、
久
保
田
藩
へ
指
示
を

仰
い
で
い
る
。

こ
の
一
件
は
、
高
久
に
よ
る
届
書
を
添
え
て
、
明
治
三
年
一
月
一
九
日

（
一
八
七
〇
年
二
月
一
九
日
）、
久
保
田
藩
公
用
人
の
近
藤
碌
二
よ
り
外
務
省
へ
伝

え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
同
日
、
同
様
の
内
容
が
、
外
務
省
よ
り
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
に

伝
え
ら
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
付
通
訳
生
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ス
ト
ン

（W
illiam

 George A
ston

）
は
、
一
月
二
一
日
（
二
月
二
一
日
）、
久
保
田
藩
の

届
書
に
不
審
な
点
が
あ
る
と
し
て
、
こ
の
届
書
を
持
参
し
た
者
と
の
面
談
を
希
望

し
て
い
る
。
特
に
、
届
書
に
記
さ
れ
た
船
名
が
「
不
分
明
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ

れ
を
受
け
て
外
務
省
は
一
月
二
二
日
（
二
月
二
二
日
）、
久
保
田
藩
に
対
し
、
イ

ギ
リ
ス
公
使
館
へ
の
出
張
を
要
請
す
る
通
達
を
出
し
た
。
一
月
二
四
日
（
二
月

二
四
日
）、
久
保
田
藩
の
者
（
高
久
か
）
が
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
へ
出
張
し
、
ア
ス

ト
ン
よ
り
質
問
を
受
け
た
。
こ
の
際
の
具
体
的
な
質
問
内
容
に
つ
い
て
、
本
史
料

に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、お
そ
ら
く
船
名
に
関
し
て
問
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

難
破
船
の
正
確
な
船
名
は
、
在
函
館
イ
ギ
リ
ス
領
事
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ユ
ー
ス
デ

ン
（Richard Eusden

）
か
ら
開
拓
使
出
張
所
へ
の
申
出
（
月
日
欠
）
に
よ
り

判
明
し
た
。
船
名
は
イ
ラ
イ
ザ
・
コ
リ
ー
（Eliza Corry

）
号）
19
（

と
い
い
、
船
長

の
名
は
グ
ラ
ハ
ム
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
情
報
は
二
月
一
一
日
（
三
月
一
二
日
）、
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開
拓
使
出
張
所
よ
り
外
務
省
へ
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

三
月
二
日
（
四
月
二
日
）、
イ
ギ
リ
ス
公
使
ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
（Sir H

arry 

Sm
ith Parkes

）
は
、外
務
卿
の
沢
宣
嘉
お
よ
び
外
務
大
輔
の
寺
島
宗
則
へ
宛
て
、

イ
ラ
イ
ザ
・
コ
リ
ー
号
難
破
に
際
す
る
日
本
側
の
対
応
に
つ
い
て
述
べ
、
謝
意
を

伝
え
て
い
る
。
こ
の
パ
ー
ク
ス
の
謝
状
に
は
、
漂
着
地
及
び
そ
の
所
轄
庁
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
対
応
が
行
わ
れ
た
か
、そ
の
詳
細
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

船
長
グ
ラ
ハ
ム
は
上
陸
後
、
近
隣
の
村）
20
（

へ
向
か
い
、
同
村
の
者
及
び
高
久
か
ら

世
話
を
受
け
、
食
料
や
衣
類
を
与
え
ら
れ
た
。
グ
ラ
ハ
ム
が
大
病
を
患
っ
て
い
た

た
め
、
村
の
者
が
介
抱
し
て
い
た
が
、
病
状
が
快
方
に
向
か
う
と
、
能
代
へ
移
動

さ
せ
た
。
グ
ラ
ハ
ム
の
病
中
、
破
船
し
た
場
所
か
ら
六
名
の
死
体
が
流
れ
着
い
た

の
で
、
グ
ラ
ハ
ム
自
ら
検
分
し
、
全
員
分
の
納
棺
を
行
っ
た
。
棺
は
能
代
か
ら
十

町
（
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
離
れ
た
場
所
に
埋
葬
さ
れ
た
。「
其
地
之
士
官
」（
高

久
か
）
及
び
グ
ラ
ハ
ム
が
本
船
を
検
分
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
船
は
船
腹
が
鉄
製
で

あ
る
た
め
、
既
に
海
中
に
沈
没
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
船
は
水
面
か
ら
五

尺
（
約
一
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
下
に
沈
ん
で
い
た
た
め
、
グ
ラ
ハ
ム
は
そ
の

ま
ま
船
を
捨
て
置
く
こ
と
を
決
め
た
。
グ
ラ
ハ
ム
は
既
に
全
快
し
て
お
り
、
函
館

へ
向
か
い
た
い
と
願
い
出
た
。
高
久
と
通
詞
一
名
が
グ
ラ
ハ
ム
に
付
き
添
い
、
函

館
へ
護
送
し
た
。
グ
ラ
ハ
ム
が
能
代
に
滞
在
し
た
期
間
は
計
二
〇
日
で
あ
っ
た
。

パ
ー
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
「
奇
特
之
処
置
」、
特
に
グ
ラ
ハ
ム
を
函
館
ま
で

護
送
し
た
高
久
と
通
詞
に
対
し
、「
力
の
及
丈
け
心
配
且
親
切
を
尽
し
」
た
と
し

て
謝
意
を
表
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
救
助
・
護
送
に
掛
る
費
用
を
グ
ラ
ハ
ム
に
一

切
負
担
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
パ
ー
ク
ス
の
謝
状
の
内
容
は
、
三
月
一
二

日
（
四
月
一
二
日
）、
外
務
省
よ
り
久
保
田
藩
へ
伝
え
ら
れ
た
。

七
月
（
日
欠
）、
近
藤
碌
二
は
外
務
省
へ
宛
て
、
救
助
・
護
送
に
関
わ
っ
た
人
々

の
名
を
記
し
た
書
上
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
は
、
高
久
を
は
じ
め
と
す
る
久
保
田

藩
士
六
名
お
よ
び
、通
詞
と
し
て
函
館
ま
で
付
き
添
っ
た
向
能
代
村
）
21
（

の
農
民
久
吉
、

能
代
廻
船
問
屋
の
商
人
七
名
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
た
。こ
の
問
屋
商
人
七
名
は
、

日
々
打
ち
上
げ
ら
れ
る
船
の
積
荷
を
拾
い
上
げ
、
ま
た
乗
組
員
の
死
体
を
竹
生
村

へ
送
り
、
仮
葬
の
手
配
を
し
た
と
い
う
。

明
治
五
年
四
月
九
日
（
一
八
七
二
年
五
月
一
五
日
）、
イ
ギ
リ
ス
代
理
公
使
ア

ダ
ム
ズ
は
、
外
務
卿
の
副
島
種
臣
お
よ
び
外
務
大
輔
の
寺
島
宗
則
に
宛
て
た
書
簡

に
お
い
て
、
グ
ラ
ハ
ム
の
救
助
に
関
わ
っ
た
日
本
人
へ
の
謝
礼
と
し
て
、
望
遠
鏡

一
箱
を
贈
り
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
望
遠
鏡
は
、「
千
載
不
朽
之
記
念
」
と

し
て
イ
ギ
リ
ス
政
府
か
ら
贈
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
七
月
三
日
（
八
月

六
日
）、
秋
田
県
は
外
務
省
に
対
し
、
望
遠
鏡
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
伺
い
出
て

い
る
。
こ
の
伺
に
対
し
外
務
省
は
、
望
遠
鏡
は
能
代
運
上
所
に
保
管
し
、
今
後
の

海
難
救
助
に
役
立
て
る
と
良
い
の
で
は
な
い
か
、と
回
答
し
て
い
る
。
一
〇
月（
日

欠
）、
秋
田
県
士
族
の
宮
沢
金
蔵
お
よ
び
高
久
良
之
助
よ
り
、
秋
田
県
令
の
杉
孫

七
郎
と
秋
田
県
権
参
事
の
平
川
光
伸
へ
宛
て
て
、
望
遠
鏡
の
請
書
が
差
し
出
さ
れ

た
。
一
〇
月
一
二
日
（
一
一
月
一
二
日
）
に
は
、
秋
田
県
よ
り
外
務
省
へ
こ
れ
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

㈢　

ナ
ガ
ト
号
一
件

明
治
五
年
五
月
二
日
（
一
八
七
二
年
六
月
七
日
）、長
崎
に
在
留
し
て
い
た
ケ
ッ
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ト
な
る
イ
ギ
リ
ス
人
が
、
在
長
崎
イ
ギ
リ
ス
領
事
マ
ー
カ
ス
・
フ
ラ
ワ
ー
ズ

（M
arcus O

ctavius Flow
ers

）
に
対
し
、
秋
田
県
へ
赴
く
た
め
の
許
可
を
願

い
出
た
）
22
（

。
ケ
ッ
ト
が
述
べ
た
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

明
治
元
年
九
〜
一
〇
月
（
一
八
六
八
年
一
一
月
）
頃
、
イ
ギ
リ
ス
蒸
気
船
ナ
ガ

ト
号
が
箱
館
に
向
か
う
途
中
、
秋
田
沖
で
難
破
し
、
久
保
田
藩
管
内
の
戸
賀
港
の

海
岸
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た）
23
（

。
こ
の
ナ
ガ
ト
号
に
、
ケ
ッ
ト
は
船
長
と
し
て
乗
船
し

て
い
た
。
ケ
ッ
ト
は
、
こ
の
戸
賀
港
ま
で
赴
い
て
調
査
を
行
い
、
ナ
ガ
ト
号
の
船

滓
（
船
の
残
骸
）
を
取
り
戻
す
か
、
ま
た
は
こ
れ
に
相
当
す
る
代
金
を
受
け
取
り

た
い
、
と
希
望
し
た
。

五
月
二
日
（
六
月
七
日
）、
フ
ラ
ワ
ー
ズ
は
長
崎
県
へ
宛
て
て
、
ケ
ッ
ト
を
一

旦
新
潟
港
へ
向
か
わ
せ
た
と
伝
え
た
。
併
せ
て
フ
ラ
ワ
ー
ズ
は
、
こ
の
航
海
中
、

悪
天
候
に
よ
り
他
港
に
寄
港
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
各
地
の
地
方
官
に
も
こ

の
旨
取
計
ら
い
頂
き
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
五
月
三
日
（
六
月
八
日
）、
長
崎

県
は
新
潟
県
へ
宛
て
て
、
ケ
ッ
ト
に
新
潟
港
へ
向
か
う
た
め
の
免
許
証
書
を
与
え

た
と
伝
え
た
。
さ
ら
に
長
崎
県
は
、
ケ
ッ
ト
よ
り
秋
田
県
へ
向
か
い
た
い
と
の
希

望
が
あ
っ
た
の
で
、
貴
港
に
て
取
計
ら
い
頂
き
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

五
月
八
日
（
六
月
一
三
日
）、
ケ
ッ
ト
の
ほ
か
、
お
よ
び
肥
前
国
福
江
藩
出
身

の
辰
蔵
、
陸
奥
国
弘
前
藩
後
潟
村
出
身
の
勇
吉
の
計
三
名
が
、
長
崎
を
出
帆
し
、

六
月
六
日（
七
月
一
一
日
）に
新
潟
港
に
到
着
し
た
。
六
月
八
日（
七
月
一
三
日
）、

新
潟
県
は
秋
田
県
へ
宛
て
た
書
簡
で
、
ケ
ッ
ト
が
船
滓
の
調
査
を
願
い
出
た
と
伝

え
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
全
て
「
不
開
港
場
規
則
」
の
通
り
に
取
計
ら
い
頂
き
た

い
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
不
開
港
場
規
則
」
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
詳
述
す

る
。
新
潟
県
か
ら
の
書
簡
を
携
え
て
、
六
月
一
〇
日
（
七
月
一
五
日
）、
ケ
ッ
ト

ら
三
名
は
新
潟
港
を
出
港
し
、
六
月
一
二
日
（
七
月
一
七
日
）
に
は
秋
田
県
管
下

の
土
崎
港
に
到
着
し
た
。
六
月
一
六
日
（
七
月
二
一
日
）、
ケ
ッ
ト
ら
三
名
は
、

小
舟
で
土
崎
港
を
出
港
し
、
同
時
に
案
内
役
と
し
て
、
秋
田
県
権
少
属
の
大
野
秀

正
が
地
船
で
同
港
よ
り
出
発
し
た
。
ケ
ッ
ト
ら
は
六
月
一
七
日
（
七
月
二
二
日
）

に
戸
賀
港
に
到
着
し
、
ナ
ガ
ト
号
が
沈
没
し
た
場
所
を
調
査
し
た
。

ケ
ッ
ト
ら
が
行
っ
た
調
査
の
詳
細
は
、
六
月
二
三
日
（
七
月
二
八
日
）
に
秋
田

県
か
ら
外
務
省
へ
宛
て
た
届
出
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
判
明
す
る
。

ケ
ッ
ト
付
添
の
辰
蔵
と
勇
吉
は
、
通
詞
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
言
葉
が
通
じ
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ケ
ッ
ト
の
応
接
は
、
彼
ら
が
持
参
し
て
い
た
新
潟
県
か
ら

の
来
書
に
基
づ
い
て
行
っ
た
。
ナ
ガ
ト
号
沈
没
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
戊
辰
年
間

の
出
来
事
な
の
で
、
事
情
を
知
る
者
が
死
去
、
あ
る
い
は
県
内
に
お
ら
ず
、
確
か

な
顛
末
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
船
が
沈
没
し
た
場
所
は
、
秋
田
県
管
内
の
戸

賀
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
の
で
、
権
少
属
の
大
野
が
同
所
へ
案
内
し
た
。

六
月
一
七
日
（
七
月
二
二
日
）、
ケ
ッ
ト
ら
は
、
ナ
ガ
ト
号
が
沈
没
し
た
場
所
を

一
通
り
調
査
し
終
え
た
。
ケ
ッ
ト
は
、
船
の
係
留
用
の
鎖
が
見
え
な
い
か
と
尋
ね

た
が
、
大
野
は
年
月
が
経
っ
て
い
る
た
め
分
か
ら
な
い
と
答
え
た
。
同
日
、
ケ
ッ

ト
は
戸
賀
港
よ
り
新
潟
へ
向
け
て
出
帆
し
た
。

六
月
二
四
日
（
七
月
二
九
日
）、
ケ
ッ
ト
は
在
新
潟
イ
ギ
リ
ス
領
事
の
ジ
ェ
ー

ム
ス
・
エ
ン
ス
リ
ー
（Jam

es Joseph Enslie

）
に
対
し
、
新
潟
の
官
員
に
船

滓
の
調
査
を
依
頼
し
て
ほ
し
い
と
申
し
立
て
た
。
六
月
二
五
日
（
七
月
三
〇
日
）、

エ
ン
ス
リ
ー
は
新
潟
県
令
の
楠
木
正
隆
へ
宛
て
て
、
ケ
ッ
ト
の
希
望
を
伝
え
た
。
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六
月
二
七
日
（
八
月
一
日
）、
楠
木
は
エ
ン
ス
リ
ー
に
対
し
、
ナ
ガ
ト
号
を
雇
い

入
れ
た
官
員
の
名
前
を
尋
ね
た
。
六
月
二
九
日
（
八
月
三
日
）、
エ
ン
ス
リ
ー
は

楠
本
へ
宛
て
て
、
雇
い
入
れ
た
官
員
の
名
前
は
分
か
ら
な
い
と
の
ケ
ッ
ト
か
ら
の

書
簡
を
添
え
て
返
答
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
七
月
二
日
（
八
月
五
日
）、

楠
本
は
エ
ン
ス
リ
ー
に
対
し
、
ケ
ッ
ト
本
人
と
面
会
し
た
い
の
で
、
同
人
を
県
庁

に
差
し
出
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
伝
え
た
。
ケ
ッ
ト
か
ら
難
破
船
の
様
子
を
聞
い

て
お
い
た
ほ
う
が
、
調
査
を
す
る
の
に
都
合
が
良
い
だ
ろ
う
、
と
の
理
由
か
ら
で

あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
七
月
一
七
日（
八
月
二
〇
日
）、新
潟
運
上
所
か
ら
外
務
省
に
宛
て
て
、

ケ
ッ
ト
が
死
亡
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
書
簡
が
届
い
た
。
こ
の
書
簡
に
よ
る
と
、

七
月
一
六
日
（
八
月
一
九
日
）
の
夜
、
小
舟
に
乗
っ
て
い
た
ケ
ッ
ト
は
、
誤
っ
て

海
中
へ
転
落
し
た
と
い
う
。
ケ
ッ
ト
は
新
潟
運
上
所
へ
運
ば
れ
、（
税
関
の
者
が
）

服
を
着
替
え
さ
せ
、
ケ
ッ
ト
付
添
の
者
へ
引
き
渡
し
た
。
こ
の
際
、
ケ
ッ
ト
が
所

持
し
て
い
た
銃
と
衣
服
は
運
上
所
に
預
け
置
か
れ
た
。
そ
の
後
、付
添
の
者
よ
り
、

ケ
ッ
ト
の
死
亡
が
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
ケ
ッ
ト
は
新
潟
県
管
内
の
墓

地
に
埋
葬
さ
れ
た
。
ケ
ッ
ト
の
埋
葬
は
、
同
人
に
よ
る
戸
賀
港
の
船
滓
調
査
の
詳

細
と
併
せ
て
、
八
月
一
五
日
（
九
月
一
七
日
）、
楠
本
よ
り
外
務
卿
副
島
種
臣
へ

報
告
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
本
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
明
治
初
年
の
秋
田
・
山
形
沖
で
は
イ
ギ
リ

ス
船
の
海
難
が
度
々
発
生
し
て
お
り
、
漂
着
地
や
そ
の
所
轄
庁
、
お
よ
び
最
寄
の

開
港
場
や
外
務
省
な
ど
が
、
そ
の
都
度
の
申
し
合
わ
せ
、
ま
た
条
約
や
法
令
に
基

づ
い
て
対
応
し
て
い
た
。

二　

外
国
船
の
海
難
事
故
を
め
ぐ
る
日
本
側
の
対
応
と
そ
の
論
点

本
章
で
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
漂
着
事
例
か
ら
、
明
治
初
年
の
不
開
港
場
に
お

け
る
外
国
船
漂
着
に
対
す
る
日
本
側
の
対
応
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
条
約
・
法
令

の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
後
、
こ
れ
ら
の
海
難
対
応
に
あ
た
っ
て
課
題
と
な
っ

た
諸
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

㈠　

日
本
側
の
海
難
対
応

第
一
章
で
取
り
上
げ
た
三
件
の
事
例
か
ら
、
外
国
船
が
不
開
港
場
に
漂
着
し
た

際
、
日
本
政
府
お
よ
び
藩
県
が
行
う
対
応
は
、
次
の
五
点
に
整
理
で
き
る
。

①
漂
着
地
の
所
轄
庁
お
よ
び
最
寄
の
開
港
場
の
役
人
に
よ
る
調
査

②
乗
組
員
の
護
送

③
船
・
積
荷
・
船
滓
の
引
揚
げ

④
死
亡
し
た
乗
組
員
の
埋
葬

⑤
救
助
・
保
護
に
関
わ
っ
た
者
へ
の
褒
賞

①
は
、
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
一
件
に
お
い
て
は
、
最
寄
の
開
港
場
で
あ

る
新
潟
の
官
員
が
、
通
訳
ら
と
共
に
酒
田
に
赴
き
、
乗
組
員
の
滞
在
先
を
訪
れ
て

事
情
聴
取
を
行
っ
て
い
る
。
イ
ラ
イ
ザ
・
コ
リ
ー
号
一
件
に
お
い
て
も
、
久
保
田

藩
役
人
が
船
長
に
対
し
、
詳
細
な
聞
き
取
り
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
際
、
事
故
の

経
過
の
み
な
ら
ず
、
死
亡
し
た
乗
組
員
の
扱
い
、
今
後
の
行
き
先
、
艀
・
本
船
の

扱
い
等
に
つ
い
て
希
望
を
聞
き
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
②
③
④
の
対
応
が
行
わ
れ
て
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い
る
。

前
述
し
た
日
本
側
の
対
応
は
、
ど
の
よ
う
な
条
約
や
法
令
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
初
年
以
降
、
対
日
条
約
の
規
範
と
さ
れ
た
日
墺
修
好
通
商

航
海
条
約
の
第
一
八
条
で
は
、
海
難
事
故
の
対
応
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
さ

れ
て
い
る
。

澳
地
利
及
洪
噶
利
の
船
、
日
本
の
海
岸
に
て
或
ハ
破
船
し
、
或
ハ
漂
着
し
或

ハ
己
む
を
得
ず
日
本
の
港
内
に
避
け
来
る
こ
と
あ
ら
バ
、
相
当
の
日
本
長
官

是
を
知
る
や
否
速
に
其
船
に
可
成
丈
け
扶
助
を
加
へ
、
其
船
中
の
人
々
を
懇

に
取
扱
ひ
、要
用
な
る
時
ハ
、其
人
々
に
最
寄
の
墺
地
利
兼
洪
噶
利
コ
ン
シ
ュ

ル
館
に
赴
く
べ
き
方
便
を
与
ふ
べ
し）
24
（

外
国
船
が
、
海
難
事
故
な
ど
の
や
む
を
得
な
い
事
情
で
不
開
港
場
に
入
港
し
た

場
合
、
日
本
側
は
船
や
乗
組
員
に
対
し
て
必
要
な
扶
助
を
行
い
、
乗
組
員
が
最
寄

の
領
事
館
に
赴
く
た
め
の
便
宜
を
与
え
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
以

前
に
も
、
幕
末
に
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
に
結
ば
れ
た
日
英
修
好
通
商
条
約
の
第
一
二

条
に
お
い
て
、
難
船
救
助
に
関
す
る
同
様
の
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る）
25
（

。
前
述
し

た
よ
う
に
、
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
一
件
の
際
、
宮
岡
ら
が
乗
組
員
に
対
し
、

最
寄
の
開
港
場
で
あ
る
新
潟
へ
戻
る
よ
う
説
得
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
条
約
規
定

に
基
づ
い
た
判
断
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ナ
ガ
ト
号
一
件
の
際
に
は
、
外
国
人
に
よ
る
船
滓
の
調
査
に
つ
い
て
、
新
潟
県

は
秋
田
県
に
対
し
、「
不
開
港
場
規
則
」
に
従
っ
て
対
応
す
る
よ
う
要
請
し
て
い

る（
明
治
五
年
六
月
八
日
付
書
簡
）。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る「
不
開
港
場
規
則
」

と
は
、
明
治
三
年
二
月
二
九
日
（
一
八
七
〇
年
三
月
三
〇
日
）
に
太
政
官
よ
り
布

告
さ
れ
た
「
不
開
港
場
規
則
難
船
救
助
心
得
方
条
目
」
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
不
開
港
場
に
外
国
船
が
漂
着
し
た
際
の
日
本
側
（
特
に
漂
着
地
お
よ
び
そ
の

所
轄
庁
）
の
対
応
に
つ
い
て
定
め
た
「
難
船
救
助
之
事
」
一
四
ヶ
条
の
内
容
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

①
難
船
の
困
苦
に
応
じ
て
扶
助
す
る
こ
と
。
乗
船
が
困
難
な
場
合
は
、
乗
組
員
を

最
寄
り
の
寺
院
や
民
家
な
ど
へ
止
宿
さ
せ
、
食
料
や
衣
類
を
用
意
す
る
こ
と
。

②
船
を
修
復
す
る
場
合
は
、
鍛
冶
・
大
工
な
ど
の
人
夫
、
お
よ
び
器
材
を
用
意
す

る
こ
と
。

③
乗
組
員
の
う
ち
、
溺
死
あ
る
い
は
滞
留
中
に
病
死
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
墓
所

の
う
ち
都
合
の
良
い
場
所
へ
埋
葬
す
る
こ
と
。

④
海
中
で
船
が
破
損
し
、船
具
な
ど
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
乗
組
員
が
い
た
場
合
、

早
急
に
船
に
乗
せ
開
港
場
へ
送
り
届
け
る
か
、
又
は
「
其
土
地
支
配
之
者
」
へ
引

き
渡
し
、
そ
の
者
が
取
り
計
ら
っ
て
開
港
場
へ
向
か
わ
せ
る
こ
と
。

⑤
難
破
船
が
漂
着
し
た
際
は
、早
急
に
外
務
省
又
は
最
寄
り
の
開
港
場
へ
報
告
し
、

（
開
港
場
の
）
官
員
に
出
張
す
る
よ
う
申
し
立
て
、
そ
の
指
示
を
受
け
る
こ
と
。

⑥
外
国
人
が
陸
路
で
開
港
場
へ
向
か
い
た
い
と
願
い
出
た
場
合
は
、
そ
れ
を
承
諾

し
、
付
添
人
を
通
常
よ
り
多
く
差
し
出
し
て
開
港
場
へ
送
り
届
け
る
こ
と
。

⑦
船
が
座
礁
し
、
そ
の
ま
ま
船
主
が
引
き
払
う
場
合
に
は
、
船
滓
な
ど
が
沈
没
し

た
ま
ま
流
失
、
又
は
村
方
に
て
処
分
し
た
と
し
て
も
異
存
は
な
い
旨
、
外
国
人
よ

り
書
面
を
取
っ
て
お
く
こ
と
。

⑧
船
滓
が
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
、
外
国
人
が
漂
着
地
を
一
旦
引
き
払
い
、
後
に
再

び
船
の
引
揚
げ
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、（
引
き
払
う
前
に
）
船
そ
の
他
の



－ 78 －

『外交史料館報』第 34 号（2021 年 3 月）

荷
物
を
預
か
っ
て
欲
し
い
と
外
国
人
に
頼
ま
れ
た
際
は
、
簡
単
に
引
き
受
け
て
は

な
ら
な
い
。
も
し
先
方
か
ら
強
く
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
は
、
関
係
各
所
に
伺
っ

た
上
で
引
き
受
け
、
か
か
る
費
用
を
受
け
取
る
こ
と
。
後
に
異
論
を
引
き
起
こ
さ

な
い
よ
う
、
何
事
も
書
面
を
取
り
置
く
こ
と
。

⑨
難
破
船
救
助
に
か
か
る
費
用
は
漂
着
地
の
負
担
と
す
る
。
但
し
、
船
の
修
復
や

外
国
人
の
滞
在
が
長
引
く
場
合
は
、
外
国
人
よ
り
費
用
を
受
け
取
る
こ
と
。
外
国

人
に
持
ち
合
わ
せ
が
な
い
場
合
は
、
証
書
を
取
っ
て
お
き
、
開
港
場
へ
送
り
届
け

る
際
に
裁
判
所
へ
差
し
出
す
こ
と
。
外
国
人
か
ら
費
用
を
受
け
取
ら
な
い
場
合
に

は
、
府
藩
県
の
負
担
と
す
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
又
は
開
港
場
の
官
員

の
指
示
を
受
け
る
こ
と
。

⑩
船
具
・
積
荷
・
船
滓
な
ど
を
売
却
し
た
い
旨
、
外
国
人
よ
り
申
し
立
て
が
あ
っ

た
場
合
は
、
こ
れ
を
購
入
し
て
も
良
い
が
、
そ
の
旨
届
け
出
る
こ
と
。

⑪
難
破
船
に
外
国
人
が
長
期
間
滞
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
府
県
は
警
衛
の

者
を
差
し
出
す
こ
と
。

⑫
乗
組
員
の
い
な
い
外
国
船
が
漂
着
し
た
場
合
は
、そ
の
詳
細
を
届
け
出
る
こ
と
。

⑬
外
国
人
と
取
引
す
る
勘
定
書
や
証
書
は
、
和
文
で
は
用
立
て
づ
ら
い
の
で
、
外

国
語
で
認
め
、
調
印
す
る
こ
と
。

⑭
こ
れ
ら
の
条
目
に
あ
る
伺
書
や
届
書
は
、
最
寄
の
開
港
場
又
は
外
務
省
へ
差
し

出
す
こ
と
。）
26
（

ナ
ガ
ト
号
一
件
で
は
、
難
破
し
た
当
時
（
明
治
元
年
）
の
事
情
を
知
る
者
が
い

な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
船
滓
に
関
し
て
「
難
船
救
助
之
事
」
第
七
条
で
定
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
書
面
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本

件
で
は
所
轄
庁
で
あ
る
秋
田
県
が
対
応
し
船
滓
調
査
が
行
わ
れ
た
。
ケ
ッ
ト
が
死

亡
し
た
た
め
、
船
滓
調
査
は
途
中
で
打
ち
切
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で

の
ケ
ッ
ト
の
滞
在
等
に
か
か
る
費
用
（
第
九
条
）
な
ど
に
つ
い
て
は
、
漂
着
地
や

秋
田
県
が
負
担
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
お
よ
び
イ
ラ
イ
ザ
・
コ
リ
ー
号
の
漂
着
は
、

い
ず
れ
も
「
不
開
港
場
規
則
」
制
定
前
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
日
本
側

の
対
応
は
、
本
規
則
の
規
定
と
概
ね
一
致
し
て
い
る
（
第
一
条
、
第
三
条
、
第
四

条
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
一
〇
条
、
第
一
四
条
）。「
不
開
港
場
規
則
」
制
定
以

前
に
は
、
明
治
政
府
が
最
初
に
布
告
し
た
海
難
救
助
法
と
し
て
、
明
治
二
年
九
月

一
八
日
（
一
八
六
九
年
一
〇
月
二
二
日
）
布
告
の
「
浦
高
札
」
が
あ
る
。
こ
の
法

令
は
、
金
指
正
三
氏
に
よ
り
分
析
さ
れ
て
い
る
通
り
、
江
戸
幕
府
が
海
辺
村
々
に

掲
示
さ
せ
て
き
た
近
世
の
「
浦
高
札
」
や
「
浦
々
添
高
札
」
等
を
集
大
成
し
た
内

容
で
あ
っ
た）
27
（

。
も
っ
と
も
、
明
治
二
年
の
「
浦
高
札
」
は
、
不
開
港
場
漂
着
に
限

ら
ず
、海
難
全
般
に
関
す
る
対
応
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
不
開
港
場
規
則
」

制
定
前
の
不
開
港
場
に
お
け
る
外
国
船
海
難
対
応
は
、
当
該
法
令
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
、
明
治
初
年
の
不
開
港
場
に
お
け
る
外
国
船
の
海
難
に
対
す

る
日
本
側
の
対
応
、
お
よ
び
関
連
す
る
条
約
・
法
令
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ

の
よ
う
な
海
難
対
応
に
は
、
当
該
期
の
明
治
政
府
が
抱
え
る
様
々
な
外
交
課
題
が

含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
次
の
第
二
節
で
は
救
助
費
用
負
担
の
問
題
に
つ
い

て
、
第
三
節
で
は
外
国
人
の
内
地
通
行
の
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
検
討
し
て

い
く
。
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㈡　

救
助
費
用
負
担
の
問
題

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
外
国
船
の
不
開
港
場
漂
着
に
際
し
て
は
、
漂

着
地
の
百
姓
や
商
人
、
お
よ
び
藩
県
の
役
人
が
現
場
で
対
応
に
あ
た
っ
て
い
た
。

第
二
章
第
一
節
で
述
べ
た
、
日
本
側
の
海
難
対
応
の
う
ち
、
②
乗
組
員
の
護
送
、

③
船
等
の
引
揚
げ
、
④
死
体
の
埋
葬
が
行
わ
れ
た
場
合
や
、
漂
着
地
の
人
々
が
外

国
人
に
食
料
や
衣
類
を
与
え
、
宿
泊
さ
せ
る
な
ど
し
た
場
合
、
か
か
る
費
用
を
誰

が
負
担
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
お
よ
び
イ
ラ
イ
ザ
・
コ
リ
ー
号
一
件
に
お
い
て
は
、

救
助
・
保
護
に
関
わ
っ
た
者
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
か
ら
謝
礼
が
贈
ら
れ
て

い
る
。
一
方
で
、
外
国
人
の
救
助
・
保
護
に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
、
救
助
を
受

け
た
外
国
人
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
対
し
て
は
日
本
側
か
ら
一
切
請
求
さ
れ
な

か
っ
た
と
い
う
（
明
治
三
年
三
月
一
二
日
付
外
務
省
よ
り
久
保
田
藩
宛
書
簡
）。

ま
た
、
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
引
揚
げ
に
外
国
人
が
向
か
う
に
あ
た
り
、
フ

ラ
ン
ス
公
使
館
の
デ
ュ
・
ブ
ス
ケ
は
、
引
揚
げ
に
か
か
る
費
用
は
全
て
日
本
側
の

負
担
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
明
治
三
年
三
月
二
四
日
付
書
簡
）。
第
一
節
で
取

り
上
げ
た
、「
不
開
港
場
規
則
」
第
九
条
に
お
い
て
も
、
難
破
船
救
助
に
か
か
る

費
用
は
、
基
本
的
に
漂
着
地
の
負
担
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
船
の
修
復
費
や
、
外

国
人
の
長
期
滞
在
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
本
人
に
請
求
す
る
と
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
う
し
な
い
場
合
に
は
府
藩
県
の
負
担
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
救
助
・
保
護
を
行
う
漂
着
地
の
人
々
は
、
外
国
船

の
海
難
に
際
し
て
重
い
負
担
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
イ
ラ
イ
ザ
・
コ
リ
ー
号
一
件

の
際
、
船
や
死
体
が
漂
着
し
た
沼
田
村
と
竹
生
村
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
年
）

一
一
月
二
八
日
、
秋
田
県
令
の
国
司
仙
吉
に
対
し
、
本
件
で
村
が
負
担
し
た
費
用

を
請
求
す
る
願
出
を
し
て
い
る）
28
（

。
そ
の
願
出
に
よ
れ
ば
、
両
村
は
「
困
窮
之
村
」

で
あ
り
、「
甚
ダ
難
渋
」
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
初
年
の
海
難

救
助
に
お
い
て
は
、
そ
の
費
用
は
基
本
的
に
日
本
側
が
負
担
し
、
特
に
漂
着
地
に

か
か
る
負
担
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
年
）
一
二
月
五
日
、日
本
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
に
「
難

破
船
救
助
費
用
償
還
約
定
」
が
定
め
ら
れ
た
。
難
破
船
救
助
に
か
か
る
費
用
負
担

は
、
本
約
定
で
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

日
本
政
府
ニ
於
テ
、
英
国
破
船
人
救
助
ノ
為
メ
、
衣
類
・
食
料
・
旅
費
或
ハ

溺
流
人
骸
ノ
救
援
、
或
ハ
病
者
負
傷
者
ノ
治
療
、
其
外
死
去
人
ノ
埋
葬
ニ
係

ル
諸
入
費
ハ
、
英
国
政
府
ヨ
リ
日
本
政
府
へ
償
還
ス
ヘ
シ
、
英
国
政
府
日
本

破
船
人
ヲ
救
助
ス
ル
時
ハ
、
日
本
政
府
ニ
テ
右
同
様
ノ
手
続
タ
ル
ヘ
シ

日
本
政
府
又
ハ
英
国
政
府
ハ
、
何
レ
モ
破
船
又
ハ
船
内
物
貨
ノ
回
復
、
或
ハ

其
保
護
ニ
係
ル
費
用
ハ
、
之
ヲ
償
還
ス
ル
ノ
責
ニ
任
セ
サ
ル
ヘ
シ
、
総
テ
斯

ノ
如
キ
費
用
ハ
、
難
ヲ
免
レ
タ
ル
貨
物
ヲ
以
テ
、
右
貨
物
ヲ
受
取
ル
節
、
右

関
係
ノ
者
ヨ
リ
其
費
用
ヲ
償
却
ス
ヘ
シ

日
本
政
府
又
ハ
英
国
政
府
ハ
、
難
船
ノ
場
所
ニ
出
張
ス
ル
政
府
ノ
官
吏
警
察

吏
、
又
ハ
地
方
官
ノ
費
用
、
即
チ
難
船
人
護
送
ノ
官
吏
ノ
旅
費
及
ヒ
公
信
往

復
費
ヲ
払
ハ
サ
ル
可
シ
、
是
等
ノ
費
用
ハ
、
右
官
吏
警
察
吏
及
ヒ
地
方
官
所

属
ノ
政
府
ニ
帰
ス
可
キ
者
ト
ス）
29
（

こ
れ
に
よ
り
、
船
員
救
助
の
た
め
の
衣
類
・
食
料
・
旅
費
、
溺
れ
た
者
や
漂
流
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し
た
者
の
救
助
、
病
者
・
負
傷
者
の
治
療
、
死
者
の
埋
葬
に
か
か
る
費
用
に
つ
い

て
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
こ
れ
を
日
本
側
に
償
還
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
本

約
定
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
日
本
船
を
救
助
し
た
際
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
も

定
め
ら
れ
て
お
り
、
前
述
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
同
様
に
救
助
さ
れ
た
側
の
国
が

支
払
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
船
の
海
難
に
か
か
る
費
用
負

担
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
国
内
に
お
け
る
法
令
の
み
な
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
と
の

約
定
に
お
い
て
初
め
て
明
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

㈢　

外
国
人
の
内
地
通
行

不
開
港
場
に
漂
着
し
た
外
国
人
の
救
助
・
保
護
に
あ
た
っ
て
は
、
外
国
人
の
内

地
通
行
の
問
題
が
付
随
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
、「
不
開
港
場
規
則
」
制
定

前
で
あ
る
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
及
び
イ
ラ
イ
ザ
・
コ
リ
ー
号
一
件
の
発
生

当
時
は
、
海
難
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
外
国
人
の
内
地
通
行
の
手
続
き
に
つ
い
て

定
め
た
法
令
が
な
か
っ
た
た
め
、
対
応
に
際
し
て
藩
県
や
日
本
政
府
が
手
間
取
っ

た
様
子
が
窺
え
る
。

諸
外
国
と
の
条
約
に
よ
り
、
明
治
初
年
に
お
け
る
外
国
人
の
遊
歩
は
、
開
港
場

の
一
〇
里
四
方
で
あ
る
遊
歩
区
域
内
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
遊
歩
区
域
外
を

外
国
人
が
通
行
す
る
場
合
は
、
病
気
療
養
や
学
術
研
究
な
ど
の
理
由
に
よ
る
願
出

が
あ
れ
ば
、
そ
の
都
度
「
鑑
札
」
を
与
え
て
許
可
す
る
こ
と
が
慣
例
で
あ
っ
た
と

い
う）
30
（

。
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
一
件
に
お
い
て
、
外
務
省
か
ら
イ
ギ
リ
ス
公

使
館
書
記
官
へ
の
通
達
（
明
治
三
年
一
〇
月
二
日
付
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
条

約
面
明
文
」
と
は
、
こ
の
遊
歩
規
程
を
指
し
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
乗
組

員
の
開
港
場
へ
の
護
送
の
み
な
ら
ず
、
船
の
引
揚
げ
の
た
め
、
度
々
外
国
人
の
内

地
通
行
が
生
じ
た
。
し
か
し
本
件
で
は
、
外
国
人
の
内
地
通
行
に
際
し
て
、
必
ず

し
も
事
前
に
免
状
が
発
行
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
手
続
に
は
ば
ら
つ
き
が

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
酒
田
か
ら
外
国
人
が
出
立
す
る
際
は
、
出
立
後
に
外
務
省
へ

事
後
報
告
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
一
方
で
、
横
浜
か
ら
出
立
す
る
際
に
は
、
事

前
に
領
事
か
ら
願
出
が
あ
り
、
外
務
省
よ
り
免
状
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
当
該
期
の
外
国
人
の
内
地
通
行
に
際
し
て
、
免
状
の
交
付
・
携
行
は
必
ず

し
も
徹
底
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

漂
着
船
の
乗
組
員
、
お
よ
び
船
の
引
揚
げ
を
目
的
と
す
る
外
国
人
の
内
地
通
行

は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
年
）
五
月
三
一
日
公
布
の
「
外
国
人
内
地
旅
行
允
準

条
例
」
の
中
で
初
め
て
明
記
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
内
地
開
放
を
求
め
る
諸
外
国
と

の
外
交
交
渉
を
経
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た）
31
（

。
本
条
例
の
第
一
条
に
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

外
国
船
舶
海
岸
ニ
於
テ
、
困
難
或
ハ
破
壊
セ
シ
時
ハ
、
其
乗
組
ノ
外
国
人
ハ

勿
論
、
其
船
舶
ヲ
救
助
ス
ル
タ
メ
、
各
開
港
場
ノ
外
国
人
便
道
駛
走
ヲ
要
ス

ル
ニ
付
、
内
地
旅
行
ヲ
乞
フ
時
ハ
、
士
商
ノ
別
ナ
ク
是
ヲ
免
許
ス
ヘ
シ

附
リ
難
破
船
一
時
急
速
ニ
処
分
ス
ル
能
ハ
ス
、
追
テ
船
具
船
身
ノ
残
余
等
ヲ

入
札
払
ニ
出
ス
タ
メ
ニ
旅
行
ヲ
乞
フ
時
、
其
事
情
止
ム
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ハ
、

本
文
ニ
準
シ
テ
許
可
ス）
32
（

 
本
条
例
公
布
の
翌
年
に
は
、「
外
国
人
内
地
旅
行
免
状
」
が
改
訂
さ
れ 

、
こ
れ

ま
で
開
港
場
等
で
も
交
付
さ
れ
て
い
た
外
国
人
の
内
地
通
行
は
、
全
て
領
事
・
公

使
を
通
じ
て
外
務
省
へ
出
願
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た）
33
（

。
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こ
の
よ
う
に
、
内
地
通
行
制
度
が
整
備
さ
れ
る
以
前
の
外
国
人
の
内
地
通
行
に

あ
た
っ
て
は
、
漂
着
地
の
所
轄
庁
や
外
務
省
は
、
そ
の
都
度
の
現
場
的
判
断
や
申

合
せ
な
ど
に
よ
り
対
応
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
章
で
明
治
初
年
に
不
開
港
場
で
発
生
し
た
海
難

事
故
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
漂
着
地
と
そ
の
所
轄
庁
お
よ
び
明
治
政
府
の
対
応
に

つ
い
て
詳
述
し
た
。
第
二
章
で
は
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
事
例
を
も
と
に
、
日
本

側
の
海
難
対
応
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
条
約
や
法
令
と
と
も
に
論
じ
た
。

不
開
港
場
に
お
け
る
外
国
船
漂
着
へ
の
対
応
は
、
単
に
外
国
人
を
本
国
へ
送
還

す
る
た
め
の
手
続
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
当
該
期
の
明
治
政
府
が
外
交
面
で
抱
え

て
い
た
様
々
な
課
題
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
船
や
乗
組
員
の
救
助
・
保
護
に
あ
た
っ
て
、
漂

着
地
の
人
々
の
負
担
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
外
国
船
の
寄
港
や
漂
着
の
件
数
が
増
加

す
る
に
従
っ
て
、
そ
の
負
担
も
増
大
し
た
と
考
え
ら
れ
、
藩
県
や
明
治
政
府
も
対

応
を
迫
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
外
国
人
の
護
送
や
、
船
の
調
査
・

引
揚
げ
に
際
し
て
、
内
地
通
行
の
問
題
が
生
じ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
、
明
治

初
年
に
お
け
る
外
国
船
の
海
難
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
関
す
る
条
約
や
法
令
が
整

備
さ
れ
て
い
く
過
渡
期
に
起
こ
っ
た
事
故
で
あ
る
。
当
該
期
の
外
国
船
海
難
に
関

す
る
条
約
・
法
令
に
つ
い
て
、
そ
の
経
過
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

明
治
政
府
の
成
立
当
初
は
、
近
世
の
海
難
救
助
法
を
踏
襲
し
た
「
浦
高
札
」
が

あ
る
の
み
で
、
不
開
港
場
で
の
外
国
船
漂
着
を
想
定
し
た
法
令
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
日
墺
修
好
通
商
条
約
や
日
英
修
好
通
商
条
約
に
は
、
日
本
側
が
外
国
人
に
対

し
必
要
な
扶
助
を
与
え
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
具
体
的
な
救
助
・
保
護
手

続
に
つ
い
て
は
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
不
開
港
場
で
の
海
難
対

応
は
、
そ
の
都
度
の
申
合
せ
や
現
場
的
判
断
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
明
治
三
年
に
「
不
開
港
場
規
則
」
が
定
め
ら
れ
る
と
、
不
開
港
場
に
お
け

る
海
難
対
応
の
統
一
的
な
基
準
が
明
示
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
対
応
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
で
、
海
難
事
故
に
よ
る
外
国
人
の
内
地
通
行
に
つ
い
て

は
、明
治
七
年
に
「
外
国
人
内
地
旅
行
允
準
条
例
」
が
定
め
ら
れ
た
。
本
条
例
は
、

諸
外
国
か
ら
の
要
請
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
海
難
を
理
由
と
す
る
外
国
人

の
内
地
通
行
を
許
可
す
る
旨
が
明
記
さ
れ
た
。
明
治
一
一
年
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
と

の
間
に
「
難
破
船
救
助
費
用
償
還
約
定
」
が
定
め
ら
れ
た
。
本
約
定
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
漂
着
地
が
負
担
し
て
き
た
、
外
国
人
の
救
助
・
治
療
・
埋
葬
に
か
か
る
費

用
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
本
稿
で
は
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
不
開
港
場
へ
の

外
国
船
漂
着
は
、
明
治
政
府
に
密
貿
易
の
懸
念
を
生
じ
さ
せ
た
。
幕
末
か
ら
明
治

初
年
に
か
け
て
の
日
本
国
内
で
は
、
外
国
船
が
不
開
港
場
に
寄
港
し
、
箱
館
（
函

館
）
に
米
を
廻
送
す
る
な
ど
、
沿
岸
貿
易
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
密
貿

易
の
問
題
も
、
当
該
期
の
日
本
が
不
開
港
場
に
お
い
て
抱
え
た
課
題
の
一
つ
で
あ

る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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注（
1
）
本
稿
で
は
、
諸
外
国
と
の
条
約
に
お
い
て
開
港
場
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
日
本

沿
岸
の
港
を
、
史
料
上
の
用
語
を
用
い
て
「
不
開
港
場
」
と
呼
称
す
る
。

（
2
）
金
指
正
三
『
近
世
海
難
救
助
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
。

（
3
）
荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
。

（
4
）
春
名
徹
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
漂
流
民
送
還
制
度
の
研
究
」（『
調
布
日
本
文
化
』
第

五
号
、
一
九
九
五
年
）。

（
5
）
池
内
敏
『
近
世
日
本
と
朝
鮮
漂
流
民
』
臨
川
書
店
、
一
九
九
八
年
。

（
6
）
倉
地
克
直
『
江
戸
時
代
の
瀬
戸
内
海
交
通
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
。

（
7
）
上
白
石
実
「
漂
流
民
救
助
と
送
還
の
近
代
化
」（
荒
野
泰
典
編
『
近
世
日
本
の
国
際
関

係
と
言
説
』
溪
水
社
、
二
〇
一
七
年
）、
同
「
明
治
新
政
府
の
外
交
体
験
と
条
約
理
解
」

（
友
田
昌
宏
編
『
幕
末
維
新
期
の
日
本
と
世
界
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）。

（
8
）
以
下
、
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ク
イ
ー
ン
号
に
関
す
る
記
述
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、

外
務
省
記
録3.6.7.1-1

「
困
難
船
及
漂
民
救
助
雑
件　

英
国
之
部
」
第
一
巻
（
外
務
省

外
交
史
料
館
蔵
）
に
よ
る
。

（
9
）
拙
稿
「
明
治
初
期
新
潟
港
に
お
け
る
救
荒
政
策
と
交
易
」（『
外
交
史
料
館
報
』
三
二
号
、

二
〇
一
九
年
）
一
六
六
頁
。

（
10
）
明
治
二
年
七
月
二
七
日
、
越
後
府
と
新
潟
県
（
第
一
次
）
が
統
合
さ
れ
て
水
原
県
が

発
足
し
た
。（『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典　

一
五　

新
潟
県
』角
川
書
店
、一
九
八
九
年
）。

（
11
）
宮
ノ
浦
、
宮
浦
と
も
記
さ
れ
る
。
江
戸
期
〜
明
治
二
二
年
ま
で
の
村
名
は
宮
野
浦
村
。

田
川
郡
の
う
ち
。
酒
田
と
田
川
郡
を
渡
船
で
結
ぶ
要
所
で
あ
り
、
ま
た
伝
馬
が
お
か

れ
る
宿
場
で
あ
っ
た
。（『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典　

六　

山
形
県
』
角
川
書
店
、

一
九
八
一
年
）。

（
12
）
田
川
郡
の
う
ち
。
最
上
川
舟
運
の
要
衝
で
あ
る
。
最
上
川
下
流
の
庄
内
藩
の
水
駅
と

し
て
発
達
し
た
清
川
河
岸
は
、
立
谷
沢
川
と
最
上
川
の
合
流
地
点
の
す
ぐ
下
流
に
あ

た
る
。（
前
掲
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典　

六　

山
形
県
』）

（
13
）605.D

6.17

「
荘
司
鉉
七
郎
へ
イ
ギ
リ
ス
公
使
よ
り
贈
物
の
義
」（
東
京
都
公
文
書
館
蔵
）。

（
14
）
明
治
三
年
三
月
二
七
日
、
水
原
県
が
廃
止
さ
れ
、
新
潟
県
（
第
二
次
）
が
発
足
し
た
。

（
前
掲
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典　

一
五　

新
潟
県
』）

（
15
）
以
下
、
イ
ラ
イ
ザ
・
コ
リ
ー
号
に
関
す
る
記
述
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
外
務

省
記
録3.6.7.1-1

「
困
難
船
及
漂
民
救
助
雑
件　

英
国
之
部
」
第
二
巻
（
外
務
省
外
交

史
料
館
蔵
）
に
よ
る
。

（
16
）
日
本
海
に
注
ぐ
竹
生
川
の
河
口
付
近
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
17
）
米
代
川
下
流
右
岸
に
位
置
す
る
落
合
村
に
面
し
て
い
る
。（『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典  

五　

秋
田
県
』
角
川
書
店
、
一
九
八
〇
年
）。

（
18
）
日
本
海
に
注
ぐ
水
沢
川
の
河
口
に
程
近
い
沖
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
19
）
史
料
上
で
は
「
エ
ラ
エ
ザ
・
コ
リ
ヤ
号
」、「
ラ
イ
ザ
ー
コ
レ
イ
号
」
等
と
表
記
さ
れ

て
い
る
。

（
20
）
グ
ラ
ハ
ム
が
世
話
を
受
け
た
村
の
名
称
は
、
史
料
上
で
は
「
と
そ
」
村
と
記
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
に
ど
の
村
が
該
当
す
る
か
は
判
然
と
し
な
い
。

（
21
）
米
代
川
河
口
部
右
岸
に
位
置
す
る
。
能
代
と
向
能
代
と
の
間
に
は
渡
船
並
び
に
船
舶

の
船
着
場
が
あ
っ
た
。（
前
掲
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典　

六　

山
形
県
』）

（
22
）
以
下
、
ナ
ガ
ト
号
に
関
す
る
記
述
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
前
掲
「
困
難
船
及

漂
民
救
助
雑
件　

英
国
之
部
」
第
二
巻
に
よ
る
。
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（
23
）
こ
の
ナ
ガ
ト
号
は
戊
辰
戦
争
中
、
南
方
よ
り
新
潟
・
秋
田
そ
の
他
地
域
へ
兵
員
を
運

送
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
海
難
は
、
日
本
人
の
士
官

を
乗
せ
て
秋
田
よ
り
箱
館
に
向
か
う
途
中
で
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。（
外
務
省
記

録3.6.7.3
「
英
吉
利
国
船
「
ナ
ガ
ト
」
号
困
難
救
助
ノ
為
メ
航
行
セ
ル
秋
田
藩
持
船
高

尾
丸
函
館
帰
航
ノ
際
脱
賊
掠
奪
損
害
ヲ
被
リ
シ
為
メ
同
国
公
使
ヘ
照
会
一
件
」
外
務

省
外
交
史
料
館
蔵
）

（
24
）『
旧
条
約
彙
纂
』
第
一
巻
第
二
部
（
外
務
省
条
約
局
編
、
一
九
三
四
年
）
九
二
二
〜

九
二
三
頁
。

（
25
）
日
英
修
好
通
商
条
約
の
第
一
二
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。「
貌
利
太

尼
亜
船
日
本
海
岸
に
て
破
船
又
は
漂
着
し
、
或
は
危
難
を
遁
れ
来
る
事
を
知
ら
は
、

其
所
の
司
人
是
を
救
ひ
厚
く
扶
助
を
加
へ
て
最
寄
の
コ
ン
シ
ュ
ル
へ
送
り
渡
す
へ
し
」

（
同
右
、
一
七
頁
）。

（
26
）『
法
令
全
書
』
明
治
三
年
第
百
四
十
八
（
内
閣
官
報
局
、
一
八
八
七
年
）。

（
27
）
金
指
前
掲
書
、
五
三
六
〜
五
四
〇
頁
。

（
28
）
沼
田
村
文
書A

214.3-63-801

「
異
国
難
破
船
入
費
御
下
金
願
」（
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
）。

（
29
）『
旧
条
約
彙
纂
』
第
一
巻
第
二
部
、
一
〇
六
〜
一
〇
八
頁
。
本
約
定
は
、
日
本
側
と
イ

ギ
リ
ス
側
そ
れ
ぞ
れ
の
書
簡
に
「
約
定
書
」
の
条
文
が
別
添
さ
れ
、「
双
方
ヨ
リ
書
簡

ヲ
以
テ
約
定
書
交
換
相
成
候
」
と
さ
れ
た
も
の
で
、交
換
公
文
の
よ
う
な
形
式
を
と
っ

て
い
た
。

（
30
）
伊
藤
久
子
「
明
治
時
代
の
外
国
人
内
地
旅
行
問
題
」（『
横
浜
開
港
資
料
館
紀
要
』
第

一
九
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
31
）
同
右
、
三
八
〜
三
九
頁
。

（
32
）『
法
規
分
類
大
全
』
外
交
門
四
、
五
五
五
〜
五
五
六
頁
。

（
33
）
伊
藤
前
掲
論
文
、
四
〇
頁
。


